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○名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 

 

平成29年３月１日  

規 則 第 ２ 号  

 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 聴聞（第３条―第18条） 

第３章 弁明の機会の付与（第19条―第24条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨等） 

第１条 この規則は、行政手続法（平成５年法律第88号。以下「法」という。）第３章第２節若しくは

第３節又は名寄地区衛生施設事務組合行政手続条例（平成29年条例第 

１号。以下「条例」という。）第３章第２節若しくは第３節の規定に基づき、管理者又は管理者の権

限の委任を受けた者（以下「行政庁」という。）が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要

な事項を定めるものとする。 

２ 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定め

がある場合は、その定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。 

第２章 聴聞 

（聴聞の通知） 

第３条 法第15条第１項又は条例第15条第１項の規定による通知は、聴聞通知書（様式第１号）により、

当該聴聞の７日前までに行うものとする。 

（聴聞の期日又は場所の変更） 

第４条 行政庁が法第15条第１項又は条例第15条第１項の規定による通知をした場合において、やむを

得ない理由があるときは、当事者は、行政庁に対し、聴聞期日等変更申出書（様式第２号）により聴

聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 

２ 前項の規定による申出は、法第15条第１項若しくは第３項又は条例第15条第１項若しくは第３項の

規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更にあっては行政庁に対して、法第22条第２項若しく

は第３項（法第25条において準用する場合を含む。）又は条例第22条第２項若しくは第３項（条例第

25条において準用する場合を含む。）の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更にあっては

主宰者に対して、これを行わなければならない。 

３ 行政庁又は主宰者は、第１項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更す

ることができる。 

４ 行政庁又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨

を聴聞期日等変更通知書（様式第３号）により当事者及び参加人（当該変更をした時までに、法第17

条第１項又は条例第17条第１項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限

る。）に通知しなければならない。 
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（聴聞の公示） 

第５条 行政庁は、聴聞について必要と認めるときは、聴聞の期日の７日前までに次に掲げる事項を公

示するものとする。 

(１) 聴聞の件名 

(２) 当事者の氏名及び場所（法人にあっては、法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。

以下同じ。） 

(３) 聴聞の期日 

(４) 聴聞の場所 

２ 前項に規定する公示は、名寄地区衛生施設事務組合公告式条例（昭和39年条例第２号）別表に定め

る掲示場に掲示して行うものとする。 

３ 前２項の規定は、前条第３項の規定により聴聞の期日又は場所を変更した場合について準用する。 

（代理人の選任手続） 

第６条 当事者は、法第16条第１項又は条例第16条第１項の規定により代理人を選出しようとするとき

は、聴聞の期日の４日前までに代理人選任届出書（様式第４号）に委任状（様式第５号）を添付し、

行政庁に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第17条第２項又は条例第17条第２項の規定により参加人が代理人を選任する場合

に準用する。この場合において、前項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第１項」とあ

るのは「第17条第２項」と読み替えるものとする。 

（代理人の解任手続） 

第７条 代理人が資格を失ったときの法第16条第４項（法第17条第３項又は第31条において準用する場

合を含む。）又は条例第16条第４項（条例第17条第３項又は第29条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、代理人資格喪失届出書（様式第６号）により行うものとする。 

（関係人の参加手続） 

第８条 主宰者は、法第17条第１項又は条例第17条第１項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関

する手続に参加を求めるときは、聴聞参加依頼書（様式第７号）により行うものとする。 

２ 関係人（前項の規定により参加を求められた関係人を除く。）は、法第17条第１項又は条例第17条

第１項の規定により聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の４日前までに聴聞参

加許可申請書（様式第８号）を主宰者に提出しなければならない。 

３ 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、速やかに、聴聞参加許可書（様式第９号）によ

り当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。 

（文書等の閲覧の手続） 

第９条 法第18条第１項又は条例第18条第１項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不

利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（以下この条において「当事者等」

という。）は、文書等閲覧申請書（様式第10号）を行政庁に提出することにより行うものとする。た

だし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば

足りる。 

２ 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧する場合を除き、その旨を当該当事者等に文書等

閲覧許可通知書（様式第11号）により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞

の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。 
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３ 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に

おいて、当該審理において閲覧させることができないとき（法第18条第１項後段又は条例第18条第１

項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。）は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、当該当事者等

に文書等閲覧許可書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第１項

又は条例第22条第１項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の

期日として定めるものとする。 

（主宰者の指名の手続） 

第10条 法第19条第１項又は条例第19条第１項の規定による主宰者の指名は、法第15条第１項又は条例

第15条第１項の規定による通知の時までに行うものとする。 

２ 主宰者が法第19条第２項各号又は条例第19条第２項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行

政庁は、速やかに、新たに主宰者を指名しなければならない。 

（補佐人の出頭許可の手続） 

第11条 法第20条第３項又は条例第20条第３項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人

は、聴聞の期日の４日前までに、補佐人出頭許可申請書（様式第12号）を主宰者に提出することによ

り行うものとする。ただし、法第22条第２項（法第25条後段において準用する場合を含む。）又は条

例第22条第２項（条例第25条後段において準用する場合を含む。）の規定により通知又は告知された

聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する者につ

いては、この限りでない。 

２ 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出

頭許可通知書（様式第13号）により通知しなければならない。 

３ 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳

述したものとみなす。 

（聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持） 

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その

他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することがで

きる。 

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、

又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。 

（聴聞の期日における審理の公開） 

第13条 行政庁は、法第20条第６項又は条例第20条第６項の規定により聴聞の期日における審理を公開

することを相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示する。この場合において、その旨を当事

者及び参加人（当該公示の時までに法第17条第１項又は条例第17条第１項の規定による求めに応じた

者又は許可を受けている者に限る。）に対し、速やかに、審理公開通知書（様式第14号）により通知

するものとする。 

（陳述書の提出の方法） 

第14条 法第21条第１項又は条例第21条第１項の規定により陳述書を提出しようとするときは、陳述書

（様式第15号）により行うものとする。 

（続行期日の指定の通知） 

第15条 法第22条第２項本文又は条例第22条第２項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書（様式第
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16号）により行うものとする。 

（聴聞調書及び報告書の提出） 

第16条 法第24条第１項又は条例第24条第１項の規定による調書は、聴聞調書（様式第17号）によるも

のとする。 

２ 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することがで

きる。 

３ 法第24条第３項又は条例第24条第３項の規定による報告書は、聴聞報告書（様式第18号）によるも

のとする。 

（聴聞調書及び報告書の閲覧の手続） 

第17条 法第24条第４項又は条例第24条第４項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人

は、聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書（様式第19号）を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の

終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。 

２ 主宰者又は行政庁は、前項による閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やか

に、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に、聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可通

知書（様式第20号）により通知しなければならない。 

（聴聞の再開通知） 

第18条 法第25条後段において準用する法第22条第２項本文又は条例第25条後段において準用する条

例第22条第２項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書（様式第21号）により行うものとする。 

第３章 弁明の機会の付与 

（弁明書） 

第19条 法第29条第１項又は条例第27条第１項の弁明書は、弁明書（様式第22号）によるものとする。 

（弁明の機会の付与の通知） 

第20条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付

与を行う場合には、その日時）の７日前までに、弁明機会の付与通知書（様式第23号）により行うも

のとする。 

（弁明の期日の変更） 

第21条 法第29条第１項又は条例第27条第１項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者（以

下「口頭による弁明人」という。）は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、弁明の期日

変更申出書（様式第24号）により指定された出頭すべき日時（以下「弁明の期日」という。）の変更

を申し出ることができる。 

２ 第４条第３項及び第４項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条

第３項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、同条第４

項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者及び

参加人（当該変更をした時までに、法第17条第１項又は条例第17条第１項の求めを受諾し、又はこれ

らの規定による許可を受けている者に限る。）」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるもの

とする。 

（口頭による弁明の記録） 

第22条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなけれ

ばならない。 
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２ 前項の規定により弁明を記録する者（以下「弁明記録者」という。）は、弁明の期日の冒頭におい

て、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による

弁明人に対し、説明しなければならない。 

（弁明調書） 

第23条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明をしたときは、弁明調書（様式第25号）を作成し、当

該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させなければならない。 

２ 弁明記録者は、口頭による弁明の終了後、速やかに、前項の弁明調書を行政庁に提出しなければな

らない。 

３ 弁明記録者は、弁明調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付

することができる。 

（弁明書の不提出等の場合における措置） 

第24条 行政庁は、法第30条又は条例第28条の規定による提出期限までに法第29条第１項又は条例第27

条第１項の規定による弁明書が提出されない場合、又は法第30条又は条例第28条の規定による弁明の

日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。 

附 則 （平成29年３月１日 規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第３条関係） 

聴  聞  通  知  書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合      

管理者          ㊞    

 

不利益処分に係る聴聞を次のとおり行いますので通知します。 

聴 聞 の 件 名  

予 定 さ れ る 

不利益処分の内容 
 

根 拠 と な る 

法 令 の 条 項 
 

不 利 益 処 分 の 

原 因 と な る 事 実 
 

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

聴 聞 の 主 宰 者 職 名  氏 名  

聴 聞 に 関 す る 

事 務 を 所 掌 す る 

担 当 課 等 

名 称  

所 在 地  

備考 １ あなた又はあなたの代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証

拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及

び証拠書類等を提出することができます。 

   ２ あなた又はあなたの代理人は、聴聞が終結するまでの間、当該不利益処分の原因となる事実

を証する資料の閲覧を求めることができます。 

   ３ 代理人を選任する場合には、代理人選任届出書（様式第４号）を提出してください。 
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様式第２号（第４条関係） 

聴 聞 期 日 等 変 更 申 出 書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合管理者・主宰者 様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞について、次の理由によりその期日（

場所）の変更を申し出ます。 

聴 聞 の 件 名  

理 由  

備考 不要の文字は、横線で消してください。 
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様式第３号（第４条関係） 

聴 聞 期 日 等 変 更 通 知 書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合管理者・主宰者         ㊞    

 

    年 月 日          において行うこととしていた聴聞の期日（場所）を次のとお

り変更したので通知します。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 

期日(場所) 

変更前  

変更後  
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様式第４号（第６条関係） 

代 理 人 選 任 届 出 書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞（弁明の機会の付与）について、次の

者を代理人として選任したので、委任状を添付し届け出ます。 

代 理 人 住 所  

代 理 人 氏 名  

生 年 月 日  

職 業  

当事者との関係  
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様式第５号（第６条関係） 

委    任    状 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

私は、次の者を代理人として選任し、聴聞（弁明の機会の付与）に関する一切の手続をすることを委

任します。 

聴 聞 

弁 明 
の件名 

 

代理人 

住 所  

氏 名  

備考 

 

備考 不要の文字は、横線で消してください。 

  

88-78 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第６号（第７条関係） 

代 理 人 資 格 喪 失 届 出 書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞（弁明の機会の付与）について、次の

者が代理人の資格を失ったので届け出ます。 

聴 聞 

弁 明 
の件名 

 

代理人 

住 所  

氏 名  

資 格 喪 失 日  

備考 不要の文字は、横線で消してください。 

  

88-79 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第７号（第８条関係） 

聴 聞 参 加 依 頼 書 

 

年 月 日   

              様 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

下記の件につき、不利益処分に係る聴聞を行うこととなりました。 

 この件について、あなたは利害関係を有していると認められるので、聴聞に参加されることを依頼い

たします。 

不 利 益 処 分 の 

相 手 方 

住 所  

氏 名  

聴 聞 の 件 名  

予 定 さ れ る 

不利益処分の内容 
 

根 拠 と な る 

法 令 の 条 項 
 

不 利 益 処 分 の 

原 因 と な る 事 実 
 

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

聴 聞 に 関 す る 

事 務 を 所 掌 す る 

担 当 課 等 

所 在 地  

名 称  

備考 １ あなた又はあなたの代理人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証

拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及

び証拠書類等を提出することができます。 

２ あなた又はあなたの代理人は、聴聞が終結するまでの間、当該不利益処分の原因となる事実

を証する資料の閲覧を求めることができます。 

   ３ 代理人を選任する場合には、代理人選任届出書（様式第４号）を提出してください。  

88-80 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第８号（第８条関係） 

聴 聞 参 加 許 可 申 請 書 

 

年 月 日   

 

主宰者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞について、次の理由により利害関係を

有するので、参加を申請します。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 に 係 る 

不利益処分につ

いて利害関係を 

有 す る 理 由 

 

連 絡 先 
 

（電話            ） 

 

  

88-81 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第９号（第８条関係） 

聴 聞 参 加 許 可 書 

 

年 月 日   

              様 

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

    年 月 日付けで申請のありました聴聞への参加について、あなたに利害関係を有していると

認めたので、許可します。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

聴 聞 に 関 す る 

事務を所掌する 

担 当 課 等 

名 称  

所 在 地  

 

  

88-82 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第10号（第９条関係） 

文 書 等 閲 覧 申 請 書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日         において行われる聴聞に関し、次の資料の閲覧を申請します。 

聴 聞 の 件 名  

閲覧しようとす

る資料の名称等 
 

閲 覧 希 望 日 時 年 月 日 午前（午後） 時 分ころ 

申 請 者 の 資 格 □ 当事者   □ 参加人 

備考 不要の文字は、横線で消してください。  

88-83 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第11号（第９条関係） 

文 書 等 閲 覧 許 可 通 知 書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合      

管理者          ㊞    

 

    年 月 日付けで申請のありました資料の閲覧について、次のとおり許可します。 

閲覧できる資料  

閲 覧 の 日 時 年 月 日 午前（午後） 時 分ころ 

閲 覧 の 場 所  

問 い 合 わ せ 先  

備考 閲覧の際には、この通知書を提示してください。 

  

88-84 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第12号（第11条関係） 

補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書 

 

年 月 日   

 

主宰者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞について、次のとおり補佐人を出頭さ

せたいので申請します。 

聴 聞 の 件 名  

補 佐 人 の 住 所  

補 佐 人 の 氏 名  

当 事 者 又 は 

参加人との関係 
 

補 佐 す る 事 項  

 

  

88-85 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第13号（第11条関係） 

補 佐 人 出 頭 許 可 通 知 書 

 

年 月 日   

              様 

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

    年 月 日付けで申請のありました補佐人の出頭について、次のとおり許可することと決定し

たので通知します。 

聴 聞 の 件 名  

補 佐 人 の 住 所  

補 佐 人 の 氏 名  

補 佐 す る 事 項  

 

  

88-86 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第14号（第13条関係） 

審 理 公 開 通 知 書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合      

管理者          ㊞    

 

下記の件名に係る聴聞については、その審理を公開することとしましたので通知します。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

公開とする理由  

 

  

88-87 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第15号（第14条関係） 

陳    述    書 

 

年 月 日   

 

主宰者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる聴聞について、次のとおり陳述します。 

聴 聞 の 件 名  

聴聞に係る不利

益 処 分 の 原 因 

と な る 事 実 に 

つ い て の 意 見 

 

当該事案の内容

についての意見 
 

 

  

88-88 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第16号（第15条関係） 

聴 聞 続 行 通 知 書 

 

年 月 日   

              様 

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

    年 月 日           において行った聴聞を次のとおり続行するので通知しま

す。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

 

  

88-89 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第17号（第16条関係） 

聴   聞   調   書 

 

年 月 日   

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

聴 聞 の 期 日 に 出 頭 し た 

当事者、参加人、代理人及び補佐

人 の 氏 名 及 び 住 所 

 

聴 聞の期 日にお ける審 理で 

説 明 を 行 っ た 職 員 の 

職 名 及 び 氏 名 

 

聴聞の期日に出頭しなかった当事

者、参加人、代理人及び補佐人の

氏 名 及 び 住 所 

 

聴聞の期日に当事者、参加人、代

理人及び補佐人が出頭しなかった

場合は、出頭しない正当な理由の

有 無 

 

当事者、参加人、代理人、補佐人

及び職員の陳述（陳述書による意

見 の 陳 述 を 含 む 。 ） 

 

提 出 さ れ た 証 拠 書 類 等 の 

名 称 等 
 

そ の他参 考とな るべき 事項  

 

  

88-90 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第18号（第16条関係） 

聴  聞  報  告  書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

聴 聞 の 件 名  

予定される不利益処分の

原因となる事実に対する

当事者、参加人、代理人

又 は 補 佐 人 の 主 張 

 

主 張 に 対 す る 意 見  

意 見 理 由  

 

  

88-91 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第19号（第17条関係） 

聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合管理者・主宰者 様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

次のとおり聴聞調書・聴聞報告書の閲覧を申請します。 

聴 聞 の 件 名  

閲覧しようとする

書 類 の 名 称 
 

  

88-92 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第20号（第17条関係） 

聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可通知書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合管理者・主宰者         ㊞    

 

    年 月 日付けで申請のありました聴聞調書・聴聞報告書の閲覧について、次のとおり決定し

たので通知します。 

聴聞調書・聴聞報

告 書 の 件 名 
 

閲 覧 の 日 時  

閲 覧 の 場 所  

問 い 合 わ せ 先  

備考 閲覧の際には、この通知書を提示してください。 

  

88-93 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第21号（第18条関係） 

聴 聞 再 開 通 知 書 

 

年 月 日   

              様 

 

職名                 

主宰者                    

氏名              ㊞  

 

次のとおり聴聞を再開しますので通知します。 

聴 聞 の 件 名  

聴 聞 の 期 日  

聴 聞 の 場 所  

聴聞を再開する理由  

 

  

88-94 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第22号（第19条関係） 

弁   明   書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日付けで弁明機会の付与通知のあった件について、次のとおり弁明します。 

弁 明 の 件 名  

弁 明 の 内 容  

提出する証拠書

類 等 の 名 称 
 

備考 １ 弁明の内容欄に記載できないときは、別紙に記載し、添付してください。 

   ２ 証拠書類等があるときは、添付してください。 

  

88-95 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第23号（第20条関係） 

弁 明 機 会 の 付 与 通 知 書 

 

年 月 日   

 

              様 

 

名寄地区衛生施設事務組合      

管理者          ㊞    

 

不利益処分に係る弁明の機会を付与しますので通知します。 

弁 明 の 件 名  

予 定 さ れ る 

不 利益処分 の内容 
 

根 拠 と な る 

法 令 の 条 項 
 

不 利 益 処 分 の 

原 因 と な る 事 実 
 

弁 明 書 の 提 出 先  

弁 明書の提 出期限  

口頭による弁明の機

会 の 付 与 の 有 無 
 

口頭による弁明の機

会 の 付 与 の 日 時 
 

口頭による弁明の機

会 の 付 与 の 場 所 
 

備考 弁明について、代理人を選任することができます。この場合には、代理人選任届出書（様式第４

号）を提出してください。 

  

88-96 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第24号（第21条関係） 

弁 明 の 期 日 変 更 申 出 書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

住所                 

氏名              ㊞  

 

    年 月 日          において行われる弁明について、次の理由によりその期日の

変更を申し出ます。 

弁 明 の 件 名  

理 由  

 

  

88-97 



 第３類 処務 （名寄地区衛生施設事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則） 

                                               

様式第25号（第23条関係） 

弁   明   調   書 

 

年 月 日   

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者          様 

 

職名                 

弁明記録者                    

氏名              ㊞  

 

弁 明 の 件 名  

弁 明 の 期 日  

弁 明 の 場 所  

口 頭 に よ る 弁明 人 

の 氏 名 及 び 住 所 

( 代 理 人 の 氏 名 

及 び 住 所 ) 

 

当事者の弁明の要旨  

証 拠 書 類 等 の名 称  

そ の 他 参 考 と 

な る べ き 事 項 
 

上記について、陳述した内容と相違ないことを認めます。 

 

年 月 日  

 

住所           

口頭による弁明人・代理人               

氏名              ㊞ 

 

 

 

 

88-98 


